
学
界
回
顧

τ民で

人

通

法

交
通
法
(
海
上
交
通
・
航
空
交
通
は
除
く
〉

学
界
に
お
い
て
、
今
年
度
多
く
取
り
上
げ
ら
れ

た
テ
!
マ
は
、
損
害
賠
償
額
の
算
定
や
調
整

(
過
失
相
殺
・
重
複
填
補
〉
に
関
す
る
も
の
で

あ
っ
た
。
今
後
と
も
重
要
な
テ
!
マ
と
な
ろ

'つ。

日
本
交
通
志
学
会

第
二
六
固
定
期
総
会
は
、
平
成
七
年
六
月
三

日
に
北
海
学
園
大
学
法
学
部
で
開
催
さ
れ
た
。

ま
ず
、
個
別
報
告
の
山
野
嘉
閉
「
人
身
事
故
に

お
け
る
過
失
相
殺
の
在
り
方
」
は
、
フ
ラ
ン
ス

交
通
事
故
法
に
つ
き
こ
の
一

0
年
間
の
判
例
の

展
開
を
概
観
し
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
交
通
弱

者
に
は
過
失
相
殺
や
免
責
を
厳
格
に
適
用
す
る

こ
と
を
示
唆
し
た
。
次
に
、
山
口
正
久
寸
P
L

法
と
欠
陥
車
事
故
」
は
、

P
L
法
の
先
進
国
で

あ
る
ア
メ
リ
カ
の
自
動
車
P
L
訴
訟
の
特
色
と

現
状
を
概
観
し
、
わ
が
国
の
P
L
訴
訟
と
対
比

し
つ
つ
今
後
わ
が
国
が
進
む
べ
き
方
向
(
「
欠

陥
」
に
対
す
る
柔
軟
な
判
断
・
「
事
実
上
の
推

定
」
の
積
極
的
活
用
・
悪
質
ケ
l
ス
に
お
け
る

慰
謝
料
の
引
き
上
げ
)
を
論
じ
た
。
本
年
七
月

に
製
造
物
責
任
法
が
施
行
さ
れ
た
折
り
、
時
宜

を
得
た
も
の
で
あ
る
。

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
「
自
賠
法
四

O
年
の
軌

跡
」
の
テ
l
マ
の
下
、
ま
ず
運
行
供
用
者
責
任

に
つ
い
て
の
宮
原
守
男
「
責
任
論
」
、
交
通
事

故
賠
償
方
式
の
史
的
展
開
と
今
後
の
方
向
を
検

討
す
る
吉
村
良
一
「
交
通
事
故
訴
訟
に
お
け
る

人
身
損
害
賠
償
額
算
定
法
の
特
色
」
、
男
女
格

差
・
内
外
人
格
差
の
問
題
等
を
検
討
す
る
山
口

成
樹
「
逸
失
利
益
の
算
定
方
法
」
、
及
び
原
口

宏
一
房
一
「
政
府
保
障
事
業
制
度
の
法
的
性
格
に
つ

い
て
L

の
四
報
告
が
行
わ
れ
た
。

当
晶
子
会
に
は
人
身
賠
償
補
償
研
究
会
が
設
け

ら
れ
て
い
る
。
平
成
六
年
一
一
月
二
二
日
に
、

取
順
「
中
国
の
国
家
賠
償
法
」
(
判
タ
八
六

0
1
死
亡
被
害
者
の
逸
失
利
益
か
ら
内
縁
の

配
偶
者
の
扶
養
利
益
相
当
額
を
控
除
す
べ
き
と

岡
本

一
九
九
五
年

友
子

し
た
最
判
平
成
五
年
四
月
六
日
(
民
集
四
七
・

六
)
に
つ
い
て
の
長
坂
純
「
内
縁
の
配
偶
者
と

相
続
人
に
よ
る
自
動
車
損
害
賠
償
保
障
法
七
二

条
一
項
に
よ
る
損
害
て
ん
補
請
求
」
(
判
タ
八

七
O
)
の
二
報
告
が
あ
っ
た
。
な
お
、
前
者
と

関
連
し
、
張
勇
「
中
国
の
新
し
い
国
家
賠
償
法

の
特
徴
と
問
題
点
」
(
名
法
一
五
八
〉
が
あ
る
。

同
一
二
月
一
五
日
に
、
南
敏
文
「
平
成
六
年
の

民
事
二
七
部
の
交
通
事
件
判
例
の
動
向
」
、
交

通
事
故
と
被
害
者
の
自
殺
と
の
聞
に
相
当
因
果

関
係
を
認
め
た
最
判
平
成
五
年
九
月
九
日
(
判

時
一
四
七
七
)
を
契
機
と
す
る
驚
藤
大
巳
「
交

通
事
故
の
後
の
被
害
者
の
自
殺
に
つ
い
て
L

、

湯
川
浩
昭
「
素
因
減
額
の
判
断
要
素
と
割
合
に

つ
い
て
」
の
各
報
告
が
あ
っ
た
(
判
タ
八
八

O
Y
同
じ
く
、
宮
原
守
男
H

山
田
卓
生
H

野

村
好
弘
と
右
三
名
を
含
む
東
京
地
裁
民
事
第
二

七
部
の
裁
判
官
ら
に
よ
る
「
座
談
会
/
交
通
事

故
民
事
裁
判
の
最
新
動
向
」
(
交
通
民
集
二

五
・
索
引
解
説
)
も
あ
る
。

平
成
七
年
三
月
コ
二
日
に
、
高
波
澄
子
「
交

通
事
故
と
医
療
過
誤
と
の
競
合
」
、
同
六
月
二

三
日
に
、
包
建
棟
「
中
国
の
労
災
補
償
、
損
害

賠
償
に
つ
い
て
」
、
及
び
東
京
高
判
平
成
六
年

一
一
一
月
三
一
日
(
判
タ
八
七
二
〉
に
つ
い
て
の
古

笛
恵
子
「
代
行
運
転
依
頼
者
に
よ
る
自
賠
責
保

険
金
請
求
の
可
否
」
(
判
タ
八
八
五
)
の
各
報

告
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
同
九
月
八
日
に
、
肥
塚

肇
雄
「
親
族
間
の
自
動
車
事
故
と
保
険
者
の
免

責
」
、
同
一

O
月
一
三
日
に
、
損
害
賠
償
額
か

ら
搭
乗
者
傷
害
保
険
の
死
亡
保
険
金
を
控
除
す

べ
き
で
な
い
と
し
た
最
判
平
成
七
年
一
月
三

O

日
(
判
時
一
五
二
四
〉
に
つ
い
て
の
加
藤
了

寸
搭
乗
者
傷
害
保
険
金
の
控
除
に
つ
い
て
」
が

そ
れ
ぞ
れ
報
告
さ
れ
た
。

人
身
賠
償
補
償
研
究
会
に
は
因
果
関
係
部
会

も
あ
り
、
平
成
六
年
九
月
三

O
日
に
、
「
椎
間

板
ヘ
ル
ニ
ア
」
事
例
に
お
け
る
因
果
関
係
の
認

定
に
関
し
、
支
倉
逸
人
「
医
学
的
因
果
関
係
が

不
明
な
場
合
の
鑑
定
方
法
」
、
岩
寄
勝
成
「
二

つ
の
大
阪
地
裁
平
成
六
年
三
月
一
七
日
判
決
を

契
機
に
」
の
各
報
告
が
あ
っ
た
(
判
タ
八
六

四)。当
学
会
に
は
関
西
支
部
が
設
け
ら
れ
て
お

り
、
平
成
六
年
一
一
月
一
二
日
に
は
、
裁
判

例
・
学
説
・
実
務
に
つ
い
て
整
理
・
検
討
し
た

水
野
有
子
「
損
害
賠
償
に
お
け
る
第
三
者
か
ら

の
給
付
を
原
因
と
す
る
控
除
」
(
判
タ
八
六

五
)
、
現
代
不
法
行
為
上
の
諸
問
題
を
紛
争
処

理
理
論
の
視
点
か
ら
考
察
し
た
守
屋
明
「
紛
争
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処
理
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
不
法
行
為
法
の
位
置

に
つ
い
て
」
(
岡
法
四
四
・
三
H
四
)
が
そ
れ

ぞ
れ
報
告
さ
れ
た
。

日
本
賠
償
医
学
会

平
成
六
年
二
一
月
三
日
の
第
二
五
回
研
究
会

で
は
、
平
岩
幸
一
「
基
調
報
告
L

、
赤
石
英

「
予
防
接
種
問
題
と
の
関
わ
り
」
、
小
賀
野
晶
一

「
あ
る
が
ま
ま
判
決
の
検
討
」
、
塩
崎
勤
「
民
事

裁
判
に
お
け
る
医
学
鑑
定
の
実
情
と
問
題
点
L

の
各
報
告
が
あ
っ
た
。
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
「
外

傷
性
頚
部
症
候
群
L

の
テ
ー
マ
の
下
、
松
下
智

康
ぺ
鞭
打
ち
損
傷
に
関
す
る
医
・
工
学
的
研

究
」
、
内
藤
志
朗
「
外
傷
性
頭
部
症
候
群
の
遷

延
機
転
に
関
す
る
心
理
学
的
側
面
の
研
究
L

、

羽
成
守
「
鞭
打
ち
損
傷
に
関
す
る
医
・
工
学
的

研
究
|
|
一
法
学
的
考
察
」
、
菊
池
臣
一
「
整

形
外
科
か
ら
み
た
外
傷
性
頚
部
症
候
群
」
が
報

告
さ
れ
た
。
第
二
六
回
研
究
会
は
、
塚
本
宏

「
保
険
医
学
か
ら
見
た
肥
満
の
生
命
予
後
」
、
白

川
洋
一
「
交
通
外
傷
に
よ
る
超
早
期
死
亡
例
の

損
傷
お
よ
び
死
因
の
診
断
に
死
後
C
T
検
査
は

有
効
か
L

、
藤
村
和
夫
「
自
賠
法
と
製
造
物
責

任
L

、
中
井
一
士
「
血
液
製
剤
と
製
造
物
責
任
」

の
各
報
告
が
あ
っ
た
。

単
行
本

ま
ず
、
日
本
交
通
法
学
会
編
『
人
身
賠
償
・

補
償
研
究
第
三
巻
』
(
判
タ
社
)
が
刊
行
さ

れ
た
。
第
二
巻
以
降
の
論
稿
を
一
五
編
収
め
た

も
の
で
あ
る
。

損
害
賠
償
額
算
定
基
準
委
員
会
編
『
注
解
交

通
損
害
賠
償
算
定
基
準
改
訂
版
凶
伺
』
(
ぎ

ょ
う
せ
い
)
は
、
東
京
三
弁
護
士
会
交
通
事
故

処
理
委
員
会
編
『
損
害
賠
償
額
算
定
基
準
』

(
い
わ
ゆ
る
寸
赤
い
本
」
〉
と
日
弁
連
交
通
事
故

相
談
セ
ン
タ
ー
編
『
交
通
事
故
損
害
額
算
定
基

準
』
(
い
わ
ゆ
る
「
青
い
本
」
)
の
解
説
書
で
あ

る
。
こ
の
『
改
訂
版
L

で
は
、
損
害
額
算
定
・

損
害
の
填
補
編
と
過
失
相
殺
・
寄
与
度
編
の
二

冊
と
な
り
、
特
に
「
赤
い
本
」
寸
青
い
本
」
に

な
い
寄
与
度
・
寄
与
率
・
割
合
的
認
定
に
つ
い

て
基
準
化
を
試
み
て
い
る
。
小
川
英
明
H
佐
々

木
一
彦
H
浦
川
道
太
郎
編
可
交
通
損
害
賠
償
の

基
礎
知
識
凶
問
』
(
青
林
書
院
)
は
、
総
論
、

責
任
、
免
責
、
共
同
不
法
行
為
責
任
、
求
償
・

代
位
、
因
果
関
係
、
損
害
、
過
失
相
殺
、
損
害

の
填
補
・
損
益
相
殺
、
時
効
、
訴
訟
・
示
談
・

斡
旋
の
一
一
章
に
分
け
事
例
形
式
に
よ
り
解
説

し
た
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
窪
田
充
見
『
過
失
相
殺
の
法
理
』

(
有
斐
閣
〉
は
、
損
害
賠
償
法
に
お
け
る
因
果

関
係
の
競
合
と
減
責
及
び
過
失
相
殺
の
制
度
分

析
に
関
す
る
著
者
の
こ
れ
ま
で
の
研
究
の
集
大

成
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
高
森
八
四
郎
『
示
談
と

損
害
賠
償
』
(
関
西
大
学
出
版
部
〉
は
、
示
談

と
錯
誤
に
関
す
る
日
独
の
判
例
を
検
討
す
る
。

保
険
関
係
で
は
、
自
家
用
自
動
車
総
合
保
険

(
S
A
P
〉
普
通
保
険
約
款
や
特
約
に
関
す
る

註
釈
書
と
し
て
、
鴻
常
夫
編
集
代
表
『
注
釈
自

動
車
保
険
約
款

ωmL(有
斐
閣
)
が
あ
る
。

最
後
に
、
日
本
弁
護
士
連
合
会
H
人
権
擁
護

委
員
会
編
『
分
析
交
通
事
故
事
件
』
(
日
本
評

論
社
)
は
、
交
通
事
故
事
件
弁
護
マ
ニ
ュ
ア
ル

と
ケ
!
ス
ス
タ
デ
ィ
に
分
か
れ
、
業
務
上
過
失

致
死
傷
事
件
の
被
告
人
側
弁
護
士
に
必
要
な
科

学
知
識
や
具
体
的
手
法
を
助
言
す
る
異
色
の
本

で
あ
る
。

四

論

文

責
任
論

こ
の
分
野
に
関
す
る
論
稿
と
し
て
今
年
度

は
、
野
村
泰
弘
「
駐
停
車
自
動
車
の
民
事
責
任

|
|
非
接
触
型
事
故
L

(

徳
山
大
学
論
叢
四
三
)

の
み
で
あ
る
。
駐
停
車
自
動
車
を
避
け
よ
う
と

し
た
自
動
車
の
運
転
ミ
ス
に
よ
り
事
故
が
発
生

し
た
場
合
の
裁
判
例
を
取
り
上
げ
、
駐
停
車
自

動
車
の
責
任
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

2

損
害
論

ま
ず
、
井
上
靖
雄
「
労
働
能
力
の
侵
害
と
損

害
賠
償
に
関
す
る
比
較
法
的
研
究
」
(
近
法
四

一
・
一

H

二
)
は
、
ド
イ
ツ
法
・
フ
ラ
ン
ス

法
・
英
米
法
に
お
い
て
事
故
に
よ
り
抽
象
的
な

労
働
能
力
は
侵
害
さ
れ
た
が
現
実
に
は
具
体
的

な
損
害
が
発
生
し
な
か
っ
た
場
合
の
損
害
額
算

定
を
概
観
し
、
比
較
検
討
す
る
。

藤
岡
康
宏
「
自
転
車
の
ハ
ン
ド
ル
の
折
損
事

故
に
つ
き
制
裁
的
慰
謝
料
が
請
求
さ
れ
た
事
例

(
消
極
〉
」
(
判
タ
八
六
三
〉
は
、
東
京
地
判
平

成
六
年
五
月
二
七
日
(
判
時
一
四
九
八
〉
を
機

縁
に
、
制
裁
的
慰
謝
料
な
い
し
懲
罰
的
損
害
賠

償
に
つ
い
て
問
題
提
起
を
行
う
も
の
で
あ
る
。

田
中
稔
寸
損
害
賠
償
額
の
算
定
時
期
L

(

六

甲
台
四
一
・
三
〉
は
、
賠
償
額
の
算
定
時
期
に

関
し
日
独
比
較
を
行
う
。

損
害
賠
償
の
方
法
に
つ
き
、
倉
田
卓
次
「
年

金
賠
償
再
論
」
(
判
タ
八
五
四
)
は
、
退
職
年

金
相
当
額
の
損
害
賠
償
か
ら
遺
族
年
金
の
受
給

確
定
分
を
控
除
し
た
最
大
判
平
成
五
年
三
月
二

四
日
(
民
集
四
七
・
四
〉
を
機
縁
に
、
い
わ
ゆ

る
定
期
金
賠
償
の
再
検
討
を
主
張
す
る
。

ま
た
、
斎
藤
修
「
過
失
相
殺
法
理
の
現
代
的

課
題
」
林
良
平
H
甲
斐
道
太
郎
編
『
谷
口
知
平

先
生
追
悼
論
文
集

ω』
(
信
山
社
)
は
、
被
害

者
の
体
質
的
・
心
因
的
素
因
の
競
合
及
び
被
害

者
の
自
殺
に
つ
い
て
裁
判
例
の
検
討
を
行
う
。

橋
本
佳
幸
「
過
失
相
殺
法
理
の
構
造
と
射
程

ω

tω
」
(
論
叢
一
三
七
・
二
、
四
ー
五
)
は
、

ド
イ
ツ
法
と
の
比
較
検
討
を
通
じ
わ
が
国
の
過

失
相
殺
の
法
理
構
造
に
つ
い
て
基
礎
的
検
討
を

加
え
る
も
の
で
あ
る
。
先
に
紹
介
し
た
窪
田

守
過
失
相
殺
の
法
理
L

と
問
題
関
心
を
同
じ
く

す
る
。さ

ら
に
、
潮
見
佳
男
寸
人
身
損
害
賠
償
請
求

権
の
相
続
的
構
成
と
損
益
相
殺
・
併
戸
立
相
付
問

題
L

(

阪
法
四
四
・
二
H
三
)
は
、
前
述
の
最

大
判
平
成
五
年
三
月
二
四
日
・
最
判
平
成
五
年

四
月
六
日
、
及
び
普
通
恩
給
・
国
民
年
金
(
老

齢
年
金
)
の
逸
失
利
益
性
を
肯
定
し
た
最
判
平

成
五
年
九
月
一
一
一
日
(
金
判
九
一
二
六
)
の
三
判
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決
を
分
析
し
、
相
続
構
成
と
の
不
整
合
を
指
摘

し
て
扶
養
構
成
適
用
の
試
論
を
提
示
す
る
。
北

河
隆
之
「
損
益
相
殺
に
関
す
る
現
代
的
諸
問

題
」
(
損
保
五
六
・
四
)
も
あ
る
。

3

裁
判
外
の
紛
争
処
理

「
特
集
/
交
通
事
故
の
紛
争
処
理
」
(
ジ
ユ
リ

一
O
五
五
)
は
、
財
団
法
人
交
通
事
故
紛
争
処

理
セ
ン
タ
ー
の
創
立
二

O
周
年
を
記
念
し
、
そ

の
回
顧
と
展
望
を
行
う
加
藤
一
郎
H

高
橋
勝
徳

H
野
村
好
弘
H
長
谷
部
茂
吉
H
守
永
宗
「
座
談

会
/
交
通
事
故
紛
争
処
理
セ
ン
タ
ー
の
二

O

年
L

と
、
松
代
隆
「
紛
争
処
理
セ
ン
タ
ー
の
相

談
・
斡
旋
手
続
L

が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
ま

た
、
波
多
野
二
三
彦
「
仲
裁
セ
ン
タ
ー
の
哲

学
、
理
念
L

(

判
タ
八
六
一
)
は
、
第
二
東
京

弁
護
士
会
仲
裁
セ
ン
タ
ー
の
現
況
と
理
念
に
つ

い
て
論
じ
る
。

4

保

険

曽
田
英
夫
「
自
動
車
損
害
賠
償
責
任
保
険
の

創
設
経
緯
」
(
損
保
五
六
・
三
)
は
、
回
和
二

五
年
の
構
想
か
ら
三
一
年
の
自
賠
責
保
険
発
足

ま
で
の
史
実
に
基
づ
く
回
顧
で
あ
る
。
ま
た
、

寸
特
集
/
自
動
車
と
保
険
」
(
月
刊
交
通
二
六
・

三
)
も
あ
る
。

八
島
宏
平
「
自
動
車
責
任
保
険
契
約
に
お
け

る
自
動
車
の
譲
渡
」
(
法
政
論
究
二
五
)
は
、

自
動
車
責
任
保
険
約
款
の
車
両
入
替
条
項
・
一
二

0
日
条
項
の
有
効
性
を
認
め
た
最
判
平
成
六
年

六
月
一
三
日
(
週
間
自
動
車
保
険
新
聞
一
四
三

O
)
を
機
縁
に
、
こ
の
問
題
に
つ
き
検
討
す

る。
5

外
国
法

山
野
嘉
朗
「
フ
ラ
ン
ス
交
通
事
故
法
を
め
ぐ

る
諸
問
題
同
完
」
(
愛
学
三
六
・
一

H
二
)
は
、

交
通
事
故
法
の
裁
判
手
続
き
・
遅
延
利
息
・
時

効
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
同
「
盗
難
車
両
に
よ

る
事
故
と
保
有
者
の
責
任
」
(
愛
学
三
六
・
三

H
四
〉
は
、
他
人
の
自
動
車
を
盗
ん
だ
二
人
の

う
ち
一
方
の
運
転
ミ
ス
に
よ
り
同
乗
の
他
方
が

負
傷
し
保
険
金
を
直
接
請
求
し
た
事
件
で
こ
れ

を
認
容
し
た
判
決
の
評
釈
で
あ
る
。
奥
山
誠

「
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
お
け
る
自
動
車
の
所
有

者
同
乗
事
故
に
関
連
す
る
裁
判
例
」
(
追
手
門

学
院
大
学
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
研
究
紀
要
一

O
)

は
、
ク
イ
ー
ン
ズ
ラ
ン
ド
州
の
自
動
車
保
険
法

に
関
す
る
判
例
紹
介
で
あ
る
。
梁
慧
星
/
小
口

彦
太
他
訳
「
講
演
/
中
国
の
道
路
交
通
事
故
賠

償
法
」
(
早
比
二
九
・
一
)
は
、
一
九
九
二
年

一
月
施
行
の
寸
道
路
交
通
事
故
処
理
弁
法
L

に

つ
い
て
紹
介
す
る
。
ま
た
、
李
洪
茂
「
韓
国
に

お
け
る
自
動
車
保
険
」
(
保
険
学
雑
誌
五
四
八
)

も
あ
る
。

他
に
、
石
原
治
「
ア
メ
リ
カ
の
不
法
行
為
改

革

ω
t同
」
(
名
法
一
五
六
、
一
五
八

t一
六

一
)
は
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
責
任
保
険
危
機

と
こ
れ
に
伴
う
不
法
行
為
改
革
を
め
ぐ
る
状
況

を
検
討
す
る
。
保
険
統
計
上
の
証
拠
の
取
り
扱

い
に
焦
点
を
当
て
た
吉
田
一
雄
「
イ
ギ
リ
ス
不

法
行
為
法
に
お
け
る
身
体
傷
害
ま
た
は
死
亡
を

理
由
と
す
る
一
般
損
害
賠
償
金
の
算
定
方
法
」

(
清
和
一
・
一
)
、
ス
イ
ス
法
に
関
す
る
角
田
光

隆
叶
損
害
賠
償
の
範
囲
に
お
け
る
他
原
因
の
割

酌

ωω
」
(
琉
法
五
三

1
五
四
)
も
あ
る
。

6

そ
の
他

室
城
信
之
H
楠
芳
伸
「
道
路
交
通
法
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
に
つ
い
て

ω伺
」
(
警
論
四

八
・
六
|
七
〉
は
、
道
路
交
通
法
の
一
部
改
正

の
背
景
と
内
容
に
つ
い
て
解
説
す
る
。
ま
た
、

阿
部
泰
隆
「
い
わ
ゆ
る
自
転
車
法
の
改
正

ω
l

mw完
」
(
自
治
研
究
七

0
・一

0
1
一
二
)
は
、

平
成
五
年
の
改
正
自
転
車
法
の
立
法
過
程
や
内

容
を
分
析
し
、
政
策
法
学
の
観
点
か
ら
放
置
自

転
車
等
の
対
策
に
つ
い
て
論
じ
る
。
か
く
し
て

自
転
車
利
用
の
マ
ナ
!
の
向
上
が
社
会
問
題
化

し
て
い
る
折
り
、
金
丸
和
行
「
最
近
の
自
転
車

事
故
の
状
況
と
事
故
防
止
対
策
に
つ
い
て
凶
」

(
明
言
論
四
八
・
九
)
は
、
自
転
車
を
め
ぐ
る
最

近
の
情
勢
と
今
後
の
交
通
事
故
防
止
対
策
を
考

察
す
る
。(

お
か
も
と
・
と
も
こ
広
島
大
学
助
教
授
)
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